
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年2月5日

【四半期会計期間】 第29期第3四半期

(自　2019年10月1日　至　2019年12月31日)

【会社名】 株式会社ＮＴＴドコモ

【英訳名】 NTT DOCOMO, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　吉　澤　　和　弘

【本店の所在の場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【電話番号】 (03)5156－1111

【事務連絡者氏名】 総務部株式担当部長　　土　屋　　秀　行

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目11番1号

【電話番号】 (03)5156－1111

【事務連絡者氏名】 総務部株式担当部長　　土　屋　　秀　行

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
　

 
(注)本四半期報告書に記載されている会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。
 

EDINET提出書類

株式会社ＮＴＴドコモ(E04463)

四半期報告書

 1/57



第一部 【企業情報】

 

第1 【企業の概況】

 

1 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第28期

第3四半期
連結累計期間

第29期
第3四半期

連結累計期間
第28期

会計期間
2018年4月1日から
2018年12月31日まで

2019年4月1日から
2019年12月31日まで

2018年4月1日から
2019年3月31日まで

営業収益
(百万円)

3,654,116 3,516,037
4,840,849

（第3四半期連結会計期間） (1,264,595) (1,186,034)

税引前四半期（当期）利益 (百万円) 911,635 796,434 1,002,635

当社株主に帰属する
四半期（当期）利益 (百万円)

607,551 542,313
663,629

（第3四半期連結会計期間） (200,495) (169,961)

当社株主に帰属する
四半期（当期）包括利益

(百万円) 602,232 555,103 656,026

当社株主に帰属する
持分合計

(百万円) 5,302,091 5,359,145 5,371,853

資産合計 (百万円) 7,718,007 7,387,649 7,340,546

基本的1株当たり
四半期（当期）利益 (円)

169.08 164.26
187.79

（第3四半期連結会計期間） (55.80) (51.90)

希薄化後1株当たり
四半期（当期）利益

(円) － － －

当社株主に帰属する持分比率 (％) 68.7 72.5 73.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 835,584 801,314 1,216,014

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △148,690 △246,832 △296,469

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △494,654 △616,700 △1,090,052

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(百万円) 582,764 157,781 219,963
 

(注) 1 上記指標は国際会計基準(以下「IFRS」という。)により作成した要約四半期連結財務諸表及び連結財務諸表に

基づいています。

2 要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移は、記載していません。

3 営業収益には、消費税等は含まれていません。

4 基本的1株当たり四半期(当期)利益金額は、発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しています。

5 希薄化後1株当たり四半期(当期)利益金額は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していま

せん。
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2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。

　また、当第3四半期連結累計期間における主要な関係会社の異動は次のとおりです。

 
連結子会社

<スマートライフ事業>

株式会社日本アルトマークの株式を売却したことに伴い、第1四半期連結会計期間より、同社を当社の連結子会社

から除外しています。

持分法適用関連会社であった株式会社ＮＴＴぷららの株式を追加取得したことに伴い、第2四半期連結会計期間よ

り、同社及び同社の子会社である株式会社アイキャストを当社の連結子会社へ追加しています。

 
持分法適用関連会社

ユーシーカード株式会社の自己株式取得に伴い、当社の保有議決権比率が増加したため、当第3四半期連結会計期

間より、同社を当社の持分法適用関連会社へ追加しています。

 
持分法非適用関連会社

三井住友カード株式会社及びHutchison Telephone Company Limitedの株式を売却したことに伴い、第1四半期連

結会計期間より、両社を当社の持分法非適用関連会社から除外しています。
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第2 【事業の状況】

 

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動など、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておらず、また、前事業年度の有価証券報告書に記載し

ている「事業等のリスク」について、重要な変更はありません。

 
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グル―プが判断したものです。

 
(1) 業績の状況

概況

当社を取り巻く環境は、政府の競争促進政策の強化、サブブランドやMVNOによる格安スマートフォンサービスの

普及、異業種からの新規参入など競争は激化する一方です。また、各社ともポイントサービスの提供や金融・決済

事業の強化を中心に、非通信事業においても将来の成長に向けた様々な取組みを推進しています。事業領域の拡大

に伴い、EC業界をはじめとする異なる業界のプレイヤーが競合になるなど、従来の通信市場の枠を超えた領域での

競争が加速しています。

　

このような市場環境の中、当社は、5Gを通じたより豊かな未来の実現に向け2017年4月に中期戦略2020「beyond宣

言」を策定、「beyond宣言」に基づく具体的戦略とともに定量的な目標として2018年10月に中期経営戦略を策定

し、「会員を軸とした事業運営への変革」と「5Gの導入とビジネス創出」に舵を切るという基本方針を示しまし

た。

　この基本方針を踏まえ、新料金プランによるお客さま還元を実施することによって顧客基盤を強化しつつ、それ

を土台としてデジタルマーケティングを推進し、スマートライフビジネス、法人ビジネス、5Gビジネスなどの収益

機会を創出します。また継続的にコスト効率化に取り組み、2020年代の持続的成長を実現します。

　これらの取組みを通じて、2021年度には営業収益5兆円、2023年度には2017年度水準である営業利益9,900億円の

達成をめざします。なお、中期経営戦略における株主還元方針として、「継続的な増配」と「機動的な自己株式の

取得」による株主還元を加速させていきます。

 
主な業績の状況として、当第3四半期連結会計期間末における携帯電話サービス契約数

※1
は7,967万契約、ドコモ

光サービス契約数は633万契約となりました。当第3四半期連結累計期間における携帯電話サービスの解約率
※2

は

0.54%、ハンドセット解約率
※2※3

は0.43%となりました。

また、当第3四半期連結会計期間末における「dポイントクラブ」会員数は7,345万人、「dポイントカード」登録

数
※4

は4,065万人となりました。当第3四半期連結累計期間における「dポイント」利用は1,459億ポイント、その内

「dポイント」提携先での利用は864億ポイントとなりました。当第3四半期連結会計期間末における決済・ポイント

利用可能箇所
※5

は143万箇所となりました。

 
当第3四半期連結会計期間における主な取組みとしては、携帯電話サービスにおける2年定期契約の解約金及び定

期契約なしの月額料金を値下げするとともに、「dカードお支払割」の提供を開始しました。また、シンプルでおト

クな新料金プラン「ギガホ」「ギガライト」をご契約のお客さまに対して「ドコモのプランについてくるAmazonプ

ライム」、「『ギガホ』『ギガライト』＆『ディズニーデラックス』セット割」の提供を開始しました。さらに、

今後本格展開する5Gに経営資源を集中するため、2025年度末にFOMA、iモードサービスを終了することを発表しまし

た。当社は、お客さまが4Gに移行しやすいような端末ラインナップや各種施策を提供するとともに、法人のお客さ

まには4Gモジュールを活用したシステム移行をご提案し、円滑な4Gへの移行に取り組んでいます。

 
※1 MVNOとの契約及び通信モジュールサービス契約を含みます。

※2 MVNOの契約数及び解約数を除いて算出しています。

※3 ハンドセット解約率とは音声通話が利用可能な料金プランの解約率(2in1除く)です。

※4 利用者の情報を登録することで、提携先加盟店で「dポイント」を貯める・使うことができるお客さまの数。
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※5 「dポイント」「iD」及び「d払い(コード決済及びネット決済)」利用可能箇所の合計。
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≪将来の成長に向けた取組み≫

〇 当社とHanoi University、一般社団法人アジア人財教育開発機構、店舗流通ネット株式会社は、2019年10月

に、特定技能外国人
※
が日本国内の外食業分野において即戦力として就業することをめざし、ベトナムでの日

本語教育や、日本での就業機会の提供をトータルでサポートする共同プロジェクトを開始しました。当社は、

今後も、日本で働きたい外国人と、外国人の力を必要とする日本企業の間にある日本語会話力の課題を解決

し、外国人が必要な日本語を習熟する環境の充実と、外国人が活躍できる社会の実現をめざします。

 
※ 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能又は熟練した技能を要する業務に従事す

る在留資格を保有している外国人のこと。

 
〇 当社は、2019年11月に、5Gプレサービスとして、経済産業省のコンテンツグローバル需要創出等促進事業費補

助金、J-LOD(ジェイロッド)に採択された、5Gの高速・大容量・低遅延の特性を活かしたバーチャルキャラク

ターによるVR
※
空間上のライブを第32回東京国際映画祭にて実施しました。

 
※ Virtual Realityの略。ゴーグル等の専用機器を用いて、あたかも現実かのように体感させる仮想現実の概

念や技術のこと。

 
〇 当社と国立大学法人東京大学大学院情報学環中尾研究室は、2019年11月に、5Gによる大容量・低遅延通信と水

中ドローンを活用した漁場遠隔監視の実証実験に成功しました。水産業界では、ICT活用による従事者の負担

削減に向けた取組みが実施されており、水中ドローンによる遠隔監視システムを活用することで海中の状態把

握が効率化でき、さらなる生産性向上が期待されています。本実証実験では、陸上の基地局と海上の小型船舶

に設置した移動局間を5G通信で繋ぎ、船舶につながれた水中ドローンの遅延のない操縦と高画質な映像伝送を

実現しました。当社は、今後も水産業の業務効率化をめざすとともに、水上の通信インフラ開拓に取り組んで

いきます。

 
〇 当社は、2019年11月に、株式会社Showcase Gig(以下「ショーケース・ギグ」)と資本・業務提携契約を締結し

ました。ショーケース・ギグが提供する国内初の飲食・小売業態向けのモバイルオーダープラットフォーム

「O:der(オーダー)」と、当社が提供するスマートフォン決済サービス「d払い」の連携を図り、相互の加盟店

等に対して、新たなソリューションの提供を図ります。

 
〇 当社が、5Gの技術や仕様に関する情報や、5Gの技術検証環境の無償提供等を通して、パートナー企業と5G時代

を見据えた新たなソリューション協創の取組みとして実施している「ドコモ5Gオープンパートナープログラ

ム」の参加パートナー数は、当第3四半期連結会計期間末に3,206となりました。

 
当第3四半期連結累計期間の営業収益は、前年同期に比べ1,381億円減の3兆5,160億円となりました。これは、端

末機器販売収入の減少及びお客さま還元の拡大によるモバイル通信サービス収入の減少が、「ドコモ光」の契約数

拡大による光通信サービス収入の増加を上回ったことによるものです。営業費用は、前年同期に比べ239億円減の2

兆7,282億円となりました。これは、端末機器販売収入に連動する端末機器原価の減少が、2019年7月に子会社化し

た株式会社ＮＴＴぷららで発生する費用の増加及び「ドコモ光」の収入に連動する費用の増加などを上回ったこと

によるものです。

この結果、営業利益は前年同期に比べ1,142億円減の7,879億円となりました。

EDINET提出書類

株式会社ＮＴＴドコモ(E04463)

四半期報告書

 6/57



 

当第3四半期連結累計期間における主な経営成績は、次のとおりです。

 

損益状況   (単位：億円)

区分

前第3四半期

連結累計期間

2018年4月1日から

2018年12月31日まで

当第3四半期

連結累計期間

2019年4月1日から

2019年12月31日まで

増減
増減率

(%)

営業収益 36,541 35,160 △1,381 △3.8

営業費用 27,521 27,282 △239 △0.9

 営業利益 9,020 7,879 △1,142 △12.7

金融収益 54 106 52 97.1

金融費用 26 52 26 100.6

持分法による投資損益 68 31 △37 △54.0

　税引前四半期利益 9,116 7,964 △1,152 △12.6

法人税等 3,022 2,522 △500 △16.6

 四半期利益 6,094 5,442 △652 △10.7

　　当社株主 6,076 5,423 △652 △10.7

　　非支配持分 19 19 1 4.2

EBITDA 12,710 12,357 △353 △2.8

EBITDA
(IFRS第16号を適用した影響を除
く) (注)

12,710 11,649 △1,061 △8.4

ROE 11.1% 10.1% △1.0ポイント －
 

(注) IFRS第16号「リース」の適用を当連結会計年度より開始したことに伴い、リースに関する費用の表示科目が経

費及び通信設備使用料から減価償却費に変更されましたが、本数値は、当該影響を除いた値です。
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(注) 1　EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋有形固定資産売却・除却損＋減損損失

 

 (EBITDAの算出過程)  (単位：億円)

　 区分

前第3四半期

連結累計期間

2018年4月1日から

2018年12月31日まで

当第3四半期

連結累計期間

2019年4月1日から

2019年12月31日まで

　 EBITDA 12,710 12,357

　 減価償却費 △3,486 △4,309

 有形固定資産売却・除却損 △204 △151

 減損損失 － △17

　 営業利益 9,020 7,879

 a.当社株主に帰属する四半期利益 6,076 5,423

 b.営業収益 36,541 35,160

 営業収益四半期利益率(=a/b) 16.6％ 15.4％

    
 EBITDA 12,710 12,357

  IFRS第16号適用影響 － △708

　 EBITDA（IFRS第16号適用影響除く） 12,710 11,649

　  
 

 
    2　ROE＝当社株主に帰属する四半期利益÷当社株主に帰属する持分合計

 (ROEの算出過程) (単位：億円)

 区分

前第3四半期

連結累計期間

2018年4月1日から

2018年12月31日まで

当第3四半期

連結累計期間

2019年4月1日から

2019年12月31日まで

 a.当社株主に帰属する四半期利益 6,076 5,423

 b.当社株主に帰属する持分合計 54,836 53,655

 ROE(=a/b) 11.1％ 10.1％

 

(注) 当社株主に帰属する持分合計＝(前(前々)連結会計年度末当社株主に帰属する持分合計＋当(前)

第3四半期連結会計期間末当社株主に帰属する持分合計)÷2
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営業収益   (単位：億円)

区分

前第3四半期

連結累計期間

2018年4月1日から

2018年12月31日まで

当第3四半期

連結累計期間

2019年4月1日から

2019年12月31日まで

増減
増減率

(%)

通信サービス 23,578 23,272 △306 △1.3

 モバイル通信サービス収入 21,478 20,789 △688 △3.2

 
光通信サービス及び       　
その他の通信サービス収入

2,100 2,483 383 18.2

端末機器販売 6,501 4,888 △1,613 △24.8

その他の営業収入 6,462 7,001 538 8.3

合計 36,541 35,160 △1,381 △3.8
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当第3四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は、次のとおりです。

 

通信事業

　

 業績   (単位：億円)

 

区分

前第3四半期
連結累計期間

2018年4月1日から
2018年12月31日まで

当第3四半期
連結累計期間

2019年4月1日から
2019年12月31日まで

増減
増減率

(%)

 通信事業営業収益 30,052 28,059 △1,994 △6.6

 通信事業営業利益(△損失) 7,672 6,514 △1,158 △15.1
 

　

当第3四半期連結累計期間における通信事業営業収益は、前年同期の3兆52億円から1,994億円(6.6%)減少して2兆

8,059億円となりました。これは、端末機器販売収入の減少及びお客さま還元の拡大によるモバイル通信サービス収

入の減少が、「ドコモ光」の契約数拡大による光通信サービス収入の増加を上回ったことによるものです。

また、通信事業営業費用は、前年同期の2兆2,380億円から835億円(3.7%)減少して2兆1,545億円となりました。こ

れは、端末機器販売収入に連動する端末機器原価の減少が、「ドコモ光」の収入に連動する費用の増加などを上

回ったことによるものです。

この結果、通信事業営業利益は、前年同期の7,672億円から1,158億円(15.1%)減少して6,514億円となりました。

 
≪トピックス≫

○ 当社は、2019年10月受付分より、携帯電話サービスにおける2年定期契約の解約金及び定期契約なしの月額料

金を値下げしました。また、シンプルでおトクな新料金プラン「ギガホ」「ギガライト」「ケータイプラン」

を定期契約なしでご契約いただいたお客さまが、月々のご利用料金のお支払い方法を「dカード」「dカード

GOLD」に設定いただいた場合、月額170円割引する「dカードお支払割」の提供を開始しました。

 
○ 当社は、2019年12月より、「ギガホ」「ギガライト」をご契約のお客さまに対して、Amazonが展開する有料会

員制プログラム「Amazonプライム」を、お客さまにおいて年会費
※1

をお支払いいただくことなく1年間ご利用

いただける「ドコモのプランについてくるAmazonプライム
※2

」の提供を開始しました。また、ウォルト・ディ

ズニー・ジャパン株式会社と当社で提供するディズニー公式動画配信サービス「Disney DELUXE」をご契約の

お客さまに対して、ご契約の翌月から1年間月々の利用料金を割り引く「『ギガホ』『ギガライト』＆『ディ

ズニーデラックス』セット割」の提供を開始しました。

 
※1 「Amazonプライム」年会費4,900円(税込：2020年1月30日時点)

※2 「Amazonプライム」の1年間の年会費は、当社が負担。

 
○ 当第3四半期連結会計期間末における、シンプルでおトクな新料金プラン「ギガホ」「ギガライト」などの申

込件数
※
は1,114万件、うち契約数

※
は1,016万契約となりました。

 
※ 申込件数は、契約数・予約数の合計(申込み後に解約された数等を含む)。また申込件数・契約数は「ギガ

ホ」「ギガライト」「ケータイプラン」「キッズケータイプラン」「データプラス」の合計。

 
○ 当第3四半期連結会計期間末におけるスマートフォン・タブレット利用数は、継続的なお客さま還元施策の実

施等により、前年同期末と比較して179万契約増の4,146万契約となりました。

 
○ 快適な通信環境を提供するネットワークの構築を推進しており、当第3四半期連結会計期間末において、

「PREMIUM 4G」のエリアは全都道府県1,687都市、基地局数160,400局となりました。また、全国のLTEサービ

ス基地局数は220,400局となりました。
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主なサービスの契約数、携帯電話販売数等の状況は、次のとおりです。

 

主なサービスの契約数   (単位：千契約)

区分

前第3四半期

連結会計期間末

2018年12月31日

当第3四半期

連結会計期間末

2019年12月31日

増減
増減率
(%)

携帯電話サービス 77,517 79,670 2,152 2.8

 LTE(Xi)サービス 53,834 59,897 6,064 11.3

 FOMAサービス 23,684 19,772 △3,911 △16.5

ドコモ光サービス 5,545 6,329 785 14.1
 

(注)　携帯電話サービス契約数、LTE(Xi)サービス契約数及びFOMAサービス契約数には、MVNOとの契約及び通信モ

ジュールサービス契約を含めて記載しています。

 
携帯電話販売数等    (単位：千台)

区分

前第3四半期

連結累計期間

2018年4月1日から

2018年12月31日まで

当第3四半期

連結累計期間

2019年4月1日から

2019年12月31日まで

増減
増減率

(%)

携帯電話販売数 17,765 16,981 △784 △4.4

 

LTE(Xi)

新規 6,963 7,332 368 5.3

 契約変更 2,119 2,126 8 0.4

 機種変更 7,568 6,885 △684 △9.0

 

FOMA

新規 732 422 △309 △42.3

 契約変更 17 19 1 7.8

 機種変更 366 197 △169 △46.1

解約率 0.55% 0.54% △0.02ポイント －

 (再掲)ハンドセット解約率 0.45% 0.43% △0.02ポイント －
 

(注) 1　新規：新規の回線契約(MVNOとの契約及び通信モジュールサービス契約を含む)

契約変更：FOMAからLTE(Xi)への変更及びLTE(Xi)からFOMAへの変更(通信モジュールサービス契約を含む)

機種変更：LTE(Xi)からLTE(Xi)への変更及びFOMAからFOMAへの変更(通信モジュールサービス契約を含む)

2　解約率(ハンドセット解約率を含む)はMVNOの契約数及び解約数を除いて算出しています。

3　ハンドセット解約率とは音声通話が利用可能な料金プランの解約率(2in1除く)です。

4　前第3四半期連結累計期間の携帯電話販売数における機種変更数には「ドコモ法人端末レンタルサービス」

が含まれていません。
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ARPU・MOU   (単位：円)

区分

前第3四半期
連結累計期間

2018年4月1日から
2018年12月31日まで

当第3四半期
連結累計期間

2019年4月1日から
2019年12月31日まで

増減
増減率

(%)

 総合ARPU 4,820 4,740 △80 △1.7

 モバイルARPU 4,390 4,240 △150 △3.4

 ドコモ光ARPU 430 500 70 16.3

 MOU 135分 133分 △2分 △1.5
 

(注) 1　ARPU・MOUの定義

a. ARPU(Average monthly Revenue Per Unit)：1利用者当たり月間平均収入

1利用者当たり月間平均収入(ARPU)は、1利用者当たりの各サービスにおける平均的な月間営業収益を計る

ために用います。ARPUは通信サービス収入(一部除く)を、当該期間の稼動利用者数で割って算出されていま

す。こうして得られたARPUは1利用者当たりの各月の平均的な利用状況及び当社による料金設定変更の影響

を分析する上で有用な情報を提供するものであると考えています。

　

b. MOU(Minutes of Use)：1利用者当たり月間平均通話時間

　

2　ARPUの算定式

総合ARPU：モバイルARPU＋ドコモ光ARPU

・モバイルARPU：モバイルARPU関連収入(基本使用料、通話料、通信料)÷稼働利用者数

・ドコモ光ARPU：ドコモ光ARPU関連収入(基本使用料、通話料)÷稼動利用者数

　

3　稼動利用者数の算出方法

当該期間の各月稼動利用者数((前月末利用者数＋当月末利用者数)÷2)の合計

 
4　利用者数は、以下のとおり、契約数を基本としつつ、一定の契約数を除外して算定しています。

利用者数　＝　契約数

－通信モジュールサービス、「電話番号保管」、「メールアドレス保管」、「ドコモビジネス

トランシーバー」並びにMVNOへ提供する卸電気通信役務及び事業者間接続に係る契約数

－Xi契約及びFOMA契約と同一名義のデータプラン契約数

　

なお、通信モジュールサービス、「電話番号保管」、「メールアドレス保管」、「ドコモビジネストラン

シーバー」、MVNOへ提供する卸電気通信役務及び事業者間接続に係る収入並びに「dポイント」等に係る収

入影響等は、ARPUの算定上、収入に含めていません。
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スマートライフ事業

　

 業績   (単位：億円)

 

区分

前第3四半期
連結累計期間

2018年4月1日から
2018年12月31日まで

当第3四半期
連結累計期間

2019年4月1日から
2019年12月31日まで

増減
増減率

(%)

 スマートライフ事業営業収益 3,376 3,975 599 17.7

 スマートライフ事業営業利益(△損失) 598 477 △121 △20.2
 

 
当第3四半期連結累計期間におけるスマートライフ事業営業収益は、2019年7月に子会社化した株式会社ＮＴＴぷ

ららにおける収入の増加及び金融・決済サービスの収入の増加などにより、前年同期の3,376億円から599億円

(17.7%)増加して3,975億円となりました。

また、スマートライフ事業営業費用は、2019年7月に子会社化した株式会社ＮＴＴぷららで発生する費用の増加及

び金融・決済サービスの収入に連動する費用の増加などにより、前年同期の2,778億円から720億円(25.9%)増加して

3,498億円となりました。

この結果、スマートライフ事業営業利益は、前年同期の598億円から121億円(20.2%)減少して477億円となりまし

た。

 

≪トピックス≫

○ 当社と東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」)は、2019年10月より、訪日外国人のお客さまへのご案内に活

用するため、多言語翻訳アプリ「はなして翻訳」を東京メトロ全駅
※
に導入開始しました。「はなして翻訳」

は12か国語に対応しており、地域に特化したご案内等、使用頻度の高い内容を定型文として登録することで、

訪日外国人のお客さまへの円滑なご案内を実現します。当社は、今後も訪日外国人のお客さまへの質の高い

サービスの提供に取り組んでいきます。

 
※ 管理委託駅を除く。

 
○ 当社と埼玉高速鉄道株式会社、株式会社ビズライト・テクノロジー、株式会社LIVE BOARDは、2019年11月に、

鉄道車両内におけるデジタルサイネージ
※1

「ダイナミックビークルスクリーン」を活用し、鉄道車両内では世

界初
※2

となる、リアルタイムな環境変化に応じて動的に表示内容や広告を切り替えることができるダイナミッ

クDOOH(Digital Out Of Home：以下「DOOH」
※3

)事業の推進を行うことに合意しました。当社は、本連携によ

る取組みを通じ、交通広告の効果的・効率的な運営を行い、ご利用のお客さまにとって有益な情報を提供する

ことで、沿線価値及び沿線住民の利便性の向上をめざします。

 
※1 映像表示装置とデジタル技術を用いた広告媒体。

※2 2019年11月10日時点(株式会社ビズライト・テクノロジー調べ)。

※3 交通広告、屋外広告及びリテールショップなどに設置されたデジタルサイネージを活用した広告媒体。

 
○ 当社が提供するポイントサービス「dポイント」の取扱い店舗を拡大し、新たに株式会社ファミリーマートが

運営する「ファミリーマート」や、三菱地所・サイモン株式会社が運営する「プレミアム・アウトレット」な

どでご利用いただけるようにしました。また、2019年12月に、海外のdポイント加盟店が100店舗を突破しまし

た。これらの取組みにより、当第3四半期連結会計期間末における「dポイント提携先」は686銘柄となりまし

た。
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○ 当第3四半期連結会計期間末における「dカード」契約数
※
は、前年同期末と比較して139万契約増の1,247万契

約となりました。その内「dカード GOLD」契約数は前年同期末と比較して150万契約増の640万契約となりまし

た。また、当第3四半期連結累計期間における金融・決済サービスの取扱高は前年同期と比較して9,594億円増

の3兆8,187億円となりました。その内「dカード」取扱高
※
は前年同期と比較して6,983億円増の2兆9,940億円

となりました。

 
※ 当第3四半期連結会計期間に「dカードmini」を「d払い」へ統合したため、「dカード」契約数及び「dカー

ド」取扱高に含んでいた「dカードmini」の契約数及び取扱高を、「d払い」ユーザー数及び「d払い」取扱

高に移動しています。

 
○ 当社は、2019年11月より、スマートフォン決済サービス「d払い」の機能拡充として、「d払い」加盟店がス

マートフォン上で提供している各種サービスを「d払い」アプリ内でご利用いただける「d払い ミニアプリ」

機能を新たに追加しました。また、「d払い」において、新たに株式会社セブン-イレブン・ジャパンが運営す

る街のお店「セブン-イレブン」や、株式会社トラストバンクが運営するオンラインストア「ふるさとチョイ

ス」などでご利用いただけるようにしました。当第3四半期連結会計期間末における「d払い」ユーザー数
※1※

2
は前年同期と比較して1,143万増の2,198万となりました。また、当第3四半期連結累計期間における「d払

い」取扱高
※1※3

は前年同期と比較して1,808億円増の2,595億円となりました。

 
※1 当第3四半期連結会計期間に「dカードmini」を「d払い」へ統合したため、「dカード」契約数及び「d

カード」取扱高に含んでいた「dカードmini」の契約数及び取扱高を、「d払い」ユーザー数及び「d払

い」取扱高に移動しています。

※2 「d払い」アプリダウンロード数と「d払い(iD)」会員数の合計。

※3 「d払い」コード決済、「d払い(iD)」決済、ネット決済の取扱高の合計。
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その他の事業

　

 業績   (単位：億円)

 

区分

前第3四半期

連結累計期間

2018年4月1日から

2018年12月31日まで

当第3四半期

連結累計期間

2019年4月1日から

2019年12月31日まで

増減
増減率

(%)

 その他の事業営業収益 3,289 3,352 63 1.9

 その他の事業営業利益(△損失) 750 887 138 18.4
 

 
当第3四半期連結累計期間におけるその他の事業営業収益は、法人向けIoTサービスなどの収入の増加により、前

年同期の3,289億円から63億円(1.9%)増加して3,352億円となりました。

また、その他の事業営業費用は、コスト効率化により費用の抑制に努めた結果、前年同期の2,539億円から74億円

(2.9%)減少し、2,465億円となりました。

この結果、その他の事業営業利益は、前年同期の750億円から138億円(18.4%)増加して887億円となりました。

 
≪トピックス≫

○ 当社は、2019年10月より、日本マイクロソフト株式会社のクラウドサービス「Office 365」における

「Microsoft Teams」に、固定電話や内線電話など、従来の電話システムを接続させるクラウド型電話ソ

リューションの提供を開始しました。本ソリューションによって、場所を選ばずパソコンやスマートフォン、

タブレットから会社の電話番号を利用した発着信が可能になるため、働き方改革を通じた生産性の向上が期待

されます。

 
○ 当社は、2019年12月より、ドコモショップ店頭で端末をご購入いただき、初期設定・データ移行を希望される

お客さまに対して無料で手続きをご案内するように、全ドコモショップでサポート内容を統一しました。

 
○ 当社と株式会社タカラトミーは、2019年11月に、業務提携契約を締結し、ダンボールを用いたロボットを自由

に組み立てることで、電子工作やものづくりの基礎を学ぶとともに、タブレット等を用いたビジュアル・プロ

グラミング
※
などを体験することができるプログラミング教育サービス「ｅｍｂｏｔ(エムボット)」の共同事

業を開始しました。

 
※ プログラミングを絵や図形を組み合わせて行う方法のこと。

 
○ 当社は、2019年12月より、対話型AIサービス「ドコモAIエージェントAPI

※1※2
」を用いたソリューション商材

を提供するパートナー企業に対して、販売・ビジネスの側面から支援を行う「ドコモAIエージェントAPIパー

トナープログラム」(以下「本プログラム」)の提供を開始しました。当社は、本プログラムの提供を通じて

「ドコモAIエージェントAPI」を用いたソリューション商材を提供するパートナー企業のビジネス拡大・創出

に貢献し、新たな価値の提供とお客さまの利便性向上に取り組んでいきます。

 
※1 Application Programming Interfaceの略。

※2 ＮＴＴグループのAI「corevo」の技術を利用。

 
○ 当社とＴＨＫ株式会社、シスコシステムズ合同会社、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社は、2019年12月

より、製造業向けIoTサービス「OMNIedge(オムニエッジ)」(以下「本サービス」)の提供を開始しました。本

サービスは、各社の技術の強みを組み合わせ、当社のLTE回線を通じて取得した機械要素部品の状態を数値化

し、解析することで設備故障の予兆検知が可能となります。各社は、今後も製造現場の持続的な生産性向上を

めざし取り組んでいきます。
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○ スマートフォン等を安心してご利用いただくため、ケータイ補償サービス等の各サービスをパッケージで提供

している「あんしんパックモバイル
※
」は、当第3四半期連結会計期間末において2,119万契約となりました。

 
※ 2019年7月に、従来より提供していた「あんしんパック」を「あんしんパックモバイル」に名称変更しまし

た。これに伴い「あんしんパック」は、「あんしんパックモバイル」にご家庭でお使いのデジタル機器を

サポートするサービスとして新たに開始した「あんしんパックホーム」を加えたサービスの名称となりま

す。
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(2) 社会の持続的発展に向けた取組み

「新しい価値」の提供により社会課題を解決していく「Innovative docomo」と、企業としての社会的責任を遂行

し、お客さまから信頼される企業体質をつくる「Responsible docomo」の両輪でESG
※1

経営を推進し、社会の持続的

発展に取り組むとともに、持続可能な開発目標SDGs
※2

にも貢献していきます。

また、CSR方針でめざす「あんしん・安全かつ快適で豊かに暮らせる社会」の実現に向けた2020年度への目標とし

てCSR中期計画を定め、当社が社会的責任を果たすために取り組むべき8つの重点課題を特定し、課題ごとに具体的

な中期目標とKPIを掲げています。

 

※1 企業を非財務面から分析する際に使用する尺度のことで、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナン

ス(Governance)の頭文字を取ったもの。

※2 Sustainable Development Goalsの略。2015年に国連総会で採択された2016年から2030年までの国際目標

のこと。

　

当第3四半期連結会計期間における主な取組みは次のとおりです。

 
○ 当社は、「令和元年台風19号」に係る災害救助法が適用された地域のお客さまを対象に、被災者支援として充

電器等の無償提供や故障修理代金の一部減額、利用可能データ量の上限に到達していても速度制限を解除し高

速通信で携帯電話等をご利用いただける「災害時データ無制限モード」の提供などの支援措置を実施しまし

た。また、被災者・被災地支援としてチャリティサイトを開設し、「ドコモ口座」や「dポイント」を利用し

た募金を行いました。さらに、平時より取り組んでいる基地局の無停電化・バッテリー24時間化などの災害対

策のほか、被災地に衛星移動基地局車や移動電源車を出動させることにより、通信サービス影響の極小化に努

めました。加えて、2019年6月に全ドコモショップへ配備を完了した蓄電池を活用し、被災地にて携帯電話充

電サービスを提供するとともに、自衛隊・自治体への携帯電話の貸出等を行い、最大約2,000人体制/日で通信

サービスの早期復旧及び被災地支援を実施しました。

 
○ 当社は、2019年11月より、圃場や作物の栽培状況などを手軽に管理することができ、土耕だけでなく水耕栽培

や水産にも対応した営農支援プラットフォーム「畑アシスト」の提供を開始しました。圃場に設置したセンサ

から取得したデータをアクセスポイント経由で、当社のクラウドに収集し、スマートフォン等で手軽に確認・

管理することで農作業に関するさまざまな管理コストの効率化が図れます。当社は、今後も農業IoT事業の取

組みを通じて日本の農業の発展をめざします。

 
○ 当社と国立大学法人京都大学は、橋梁を走行する車両と、車両通過時に発生する橋のたわみや揺れを同時に動

画で撮影し、AIで橋の劣化を推定できる「橋梁劣化推定AI」(以下「本技術」)を世界で初めて開発し、2019年

12月より実証実験を開始しました。当社は、本技術を活用し、安価で手軽な橋の点検手法を確立し、老朽化し

たインフラの点検・早期補修・長寿命化を促進し、安心して暮らせる社会づくりをめざします。

 
○ 当社は、2019年12月に、「ＮＴＴドコモ パーソナルデータ憲章」に基づく具体的な取組みの一環として、プ

ライバシーポリシー(以下「本ポリシー」)を再編しました。本ポリシーは、パーソナルデータ
※1

の取扱いに関

する方針を定めたものであり、再編に伴う変更として、従来、事業分野ごとに定めていたものを一つに統合

し、パーソナルデータの取扱い範囲を変更することなく、パーソナルデータの利用目的等がお客さまにとって

わかりやすくなるよう、構成及び表現を改めました。また、当社におけるパーソナルデータの取扱いについて

解説したコンテンツ「知ってナットク！ドコモのパーソナルデータ活用」、お客さまご自身がパーソナルデー

タの取扱いについて同意いただいた主な事項を確認し、一定の範囲で設定及び変更
※2

することができる機能

「パーソナルデータダッシュボード」の提供を開始しました。当社は今後も、「データ活用によるお客さまや

社会への新たな価値の継続的な提供」とともに、「最適なプライバシー保護」の実現に努めていきます。

 
※1 個人情報保護法上の「個人情報」に限らず、「機器やブラウザのIDなどによって識別できる個人に関する

データ」を含んだもの。

※2 サービス提供に必須の同意内容等については、設定及び変更不可。

 
○ スマートフォン・携帯電話におけるマナーや、トラブルへの対処方法を啓発する「スマホ・ケータイ安全教
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室」を、当第3四半期連結累計期間において約6,500回実施し、のべ約127万人に受講いただきました。
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(3) 設備投資の状況

 
設備投資額   (単位：億円)

区分

前第3四半期
連結累計期間

2018年4月1日から
2018年12月31日まで

当第3四半期
連結累計期間

2019年4月1日から
2019年12月31日まで

増減
増減率
(%)

設備投資合計 3,895 3,381 △514 △13.2

 通信事業 3,677 3,124 △554 △15.1

 スマートライフ事業 119 156 37 30.9

 その他の事業 98 101 3 3.3
 

(注) 1　設備投資には、無形資産の取得に係る投資を含んでいます。

2　上記の金額には消費税等は含まれていません。

 
「PREMIUM 4G」エリアの拡大等、快適な通信環境を提供するネットワークを構築したことに加え、成長に向けた

設備投資を推進しつつ、5G商用サービス開始にむけ、既存サービスである3GやLTE等の設備投資の効率化や低コスト

化に努め、当第3四半期連結累計期間の設備投資額は、前年同期に比べ13.2%減の3,381億円となりました。
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(4) 財政状態

       (単位：億円)

 区分

前第3四半期

連結会計期間末

2018年12月31日

当第3四半期

連結会計期間末

2019年12月31日

増減
増減率
(%)

(参考)

前連結会計年度末

2019年3月31日

 資産合計 77,180 73,876 △3,304 △4.3 73,405

 
当社株主に帰属する
持分合計

53,021 53,591 571 1.1 53,719

 負債合計 23,872 20,074 △3,798 △15.9 19,464

  うち有利子負債 514 800 286 55.6 500

 当社株主帰属持分比率 68.7% 72.5% 3.8ポイント - 73.2%

 D/Eレシオ(倍) 0.010 0.015 0.005 - 0.009
 

(注) 当社株主帰属持分比率＝当社株主に帰属する持分合計÷資産合計

    D/Eレシオ＝有利子負債÷当社株主に帰属する持分合計

 
 
(5) キャッシュ・フローの状況

    (単位：億円)

 

区分

前第3四半期

連結累計期間

2018年4月1日から

2018年12月31日まで

当第3四半期

連結累計期間

2019年4月1日から

2019年12月31日まで

増減
増減率

(%)

 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,356 8,013 △343 △4.1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,487 △2,468 △981 △66.0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △4,947 △6,167 △1,220 △24.7

 フリー・キャッシュ・フロー 6,869 5,545 △1,324 △19.3

 資金運用に伴う増減 3,001 697 △2,304 △76.8

 

フリー・キャッシュ・フロー
(資金運用に伴う増減除く)

3,868 4,848 979 25.3

 

フリー・キャッシュ・フロー
(IFRS第16号適用による影響を除く) (注3)

3,868 4,143 274 7.1
 

(注) 1　フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

2　資金運用に伴う増減＝期間3ヵ月超の資金運用を目的とした金融商品の取得、償還及び売却による増減

  投資活動によるキャッシュ・フローは、資金運用に伴う増減を含んでいます。

3 IFRS第16号「リース」の適用を当連結会計年度より開始したことに伴い、リースに関する費用の表示科目

が経費及び通信設備使用料から減価償却費に変更されましたが、本数値は、当該影響等を除いた値です。

 
当第3四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、8,013億円の収入となりました。

前年同期に比べ343億円(4.1%)キャッシュ・フローが減少していますが、これは、四半期利益の減少や営業債務及び

その他の債務が減少したことなどによるものです。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2,468億円の支出となりました。前年同期に比べ981億円(66.0%)支出

が増加していますが、これは、短期投資による支出の減少、三井住友カード株式会社の株式譲渡を含む長期投資の

売却による収入の増加はあるものの、短期投資の償還による収入の減少が上回ったことなどによるものです。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、6,167億円の支出となりました。前年同期に比べ1,220億円(24.7%)支

出が増加していますが、これは、長期借入債務の返済による支出の減少による増加があるものの、自己株式の取得

による支出、リース負債の支払額による支出の増加が上回ったことなどによるものです。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,578億円となり、前連結会計年度末

と比較して622億円(28.3%)減少しました。
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(6) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

 

(7) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は663億円です。
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3 【経営上の重要な契約等】

　当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結などはありません。
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第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

 

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

2019年12月31日現在

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 17,460,000,000

計 17,460,000,000
 

 

② 【発行済株式】

　

種類

第3四半期会計期間末

現在発行数(株)

(2019年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2020年2月5日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 3,335,231,094 3,335,231,094 東京証券取引所市場第一部
単元株式数

100株

計 3,335,231,094 3,335,231,094 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　　　　該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

 　　　該当事項はありません。

 
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数(株) 資本金(百万円) 資本準備金(百万円)

増減数 残高 増減額 残高 増減額 残高

2019年10月1日から
2019年12月31日まで

－ 3,335,231,094 － 949,679 － 292,385

 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしています。

 

① 【発行済株式】

2019年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)   　

普通株式 47,712,000
 

－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,287,428,500
 

32,874,285 －

単元未満株式 普通株式 90,594
 

－ －

発行済株式総数 普通株式 3,335,231,094
 

－ －

総株主の議決権 － 32,874,285 －
 

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式38,800株が含まれています。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数388個が含まれています。

　

② 【自己株式等】

2019年9月30日現在

所有者の氏名又は名称等 所有株式数(株)
 

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)氏名又は名称 住所 自己名義 他人名義 合計

株式会社ＮＴＴドコモ
東京都千代田区永田町二

丁目11番1号
47,712,000 - 47,712,000 1.43

計 － 47,712,000 - 47,712,000 1.43
 

(注)　当第3四半期会計期間末日現在の自己株式数は、70,798,700株です。

 

2 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】

 

1　要約四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣

府令第64号）第93条の規定により、国際会計基準(以下、「IAS」)第34号「期中財務報告」に準拠して作成していま

す。

　「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号）等の改正（2009年12月11日 内

閣府令第73号）に伴い、指定国際会計基準としてIFRSによる連結財務諸表の作成が認められています。

　 また、要約四半期連結財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

 

2　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月

31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る要約四半期連結財務諸表につい

て、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けています。

 

3　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組み及びIFRSに基づいて連結財務諸表等を適正

に作成することができる体制の整備について

(1) 公益財団法人財務会計基準機構等の団体へ加入しています。

  (2) 国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っています。

　  また、IFRSに準拠したグループ会計方針及び会計指針を作成し、それらに基づいて会計処理を行っています。
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1 【要約四半期連結財務諸表】

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位：百万円)

 注記
前連結会計年度末
(2019年3月31日)

 
当第3四半期連結会計期間末

(2019年12月31日)

(資産の部)     

流動資産     

現金及び現金同等物  219,963  157,781

営業債権及びその他の債権 11 2,128,156  2,263,118

その他の金融資産 11 70,933  1,099

棚卸資産  178,340  133,458

その他の流動資産  91,308  77,038

小計  2,688,699  2,632,494

売却目的で保有する資産 6 234,160  －

流動資産合計  2,922,859  2,632,494

     

非流動資産     

有形固定資産 7 2,623,789  2,603,835

使用権資産 3 －  258,659

のれん  33,177  30,830

無形資産  608,513  619,023

持分法で会計処理されている投資  151,741  151,731

有価証券及びその他の金融資産 11 439,742  512,329

契約コスト  297,733  304,899

繰延税金資産  150,725  145,679

その他の非流動資産  112,267  128,170

非流動資産合計  4,417,687  4,755,155

資産合計  7,340,546  7,387,649
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(単位：百万円)

 注記
前連結会計年度末
(2019年3月31日)

 
当第3四半期連結会計期間末

(2019年12月31日)

(負債及び資本の部)     

流動負債     

短期借入債務  －  30,000

営業債務及びその他の債務  1,058,007  911,604

リース負債 3 －  69,884

その他の金融負債 11 10,495  13,075

未払法人税等  166,503  106,023

契約負債  211,752  216,634

引当金  29,086  22,055

その他の流動負債  150,805  110,691

流動負債合計  1,626,647  1,479,964

     

非流動負債     

長期借入債務  50,000  50,000

リース負債 3 －  181,143

その他の金融負債 11 9,310  －

確定給付負債  207,425  217,755

契約負債  37,054  33,934

引当金  7,845  8,088

その他の非流動負債  8,140  36,547

非流動負債合計  319,775  527,467

負債合計  1,946,422  2,007,431

     

資本     

当社株主に帰属する持分     

資本金 8 949,680  949,680

資本剰余金 8 169,083  155,630

利益剰余金 8 4,160,495  4,390,734

自己株式 8 △0  △190,690

その他の資本の構成要素 8 92,595  53,791

当社株主に帰属する持分合計  5,371,853  5,359,145

非支配持分  22,271  21,073

資本合計  5,394,124  5,380,217

負債及び資本合計  7,340,546  7,387,649
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(2) 【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

【要約四半期連結損益計算書】

(単位：百万円)

 注記
前第3四半期連結累計期間
(2018年4月1日から
 2018年12月31日まで)

 
当第3四半期連結累計期間
(2019年4月1日から
 2019年12月31日まで)

営業収益 5,10    

通信サービス  2,357,777  2,327,189

端末機器販売  650,096  488,774

その他の営業収入  646,243  700,074

営業収益合計  3,654,116  3,516,037

営業費用     

人件費  217,872  218,683

経費  1,826,680  1,721,455

減価償却費  348,596  430,947

通信設備使用料  321,015  322,978

固定資産除却費  37,930  32,404

減損損失  －  1,719

営業費用合計  2,752,093  2,728,186

営業利益 5 902,023  787,851

金融収益  5,392  10,626

金融費用  2,579  5,174

持分法による投資損益  6,800  3,130

税引前四半期利益  911,635  796,434

法人税等  302,228  252,185

四半期利益  609,408  544,248
     

     

四半期利益の帰属     

当社株主  607,551  542,313

非支配持分  1,857  1,935
     

四半期利益  609,408  544,248

     

当社株主に帰属する１株当たり
四半期利益

    

基本的１株当たり四半期利益（円）  169.08  164.26
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【要約四半期連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

  
前第3四半期連結累計期間
(2018年4月1日から
 2018年12月31日まで)

 
当第3四半期連結累計期間
(2019年4月1日から
 2019年12月31日まで)

四半期利益  609,408  544,248

その他の包括利益（税引後）     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値測定
する金融資産の公正価値変動額

 8,003  14,209

持分法適用会社のその他の包括利益に対
する持分

 △3,832  △620

純損益に振り替えられることのない項目
合計

 4,171  13,589

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

為替換算差額  △9,363  △731

持分法適用会社のその他の包括利益に対
する持分

 41  △33

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

 △9,321  △764

その他の包括利益（税引後）合計  △5,150  12,825

四半期包括利益合計  604,258  557,073
     

     

四半期包括利益合計の帰属     

当社株主  602,232  555,103

非支配持分  2,026  1,970

四半期包括利益合計  604,258  557,073
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【第3四半期連結会計期間】

【要約四半期連結損益計算書】

(単位：百万円)

 注記
前第3四半期連結会計期間
(2018年10月1日から
2018年12月31日まで)

 
当第3四半期連結会計期間
(2019年10月1日から
2019年12月31日まで)

営業収益 5,10    

通信サービス  785,876  768,517

端末機器販売  259,704  171,009

その他の営業収入  219,014  246,508

営業収益合計  1,264,595  1,186,034

営業費用     

人件費  72,614  73,700

経費  658,188  594,142

減価償却費  117,058  145,961

通信設備使用料  110,942  110,401

固定資産除却費  14,294  12,519

減損損失  －  1,719

営業費用合計  973,096  938,442

営業利益 5 291,499  247,592

金融収益  701  1,059

金融費用  1,136  1,264

持分法による投資損益（△損失）  △564  474

税引前四半期利益  290,500  247,862

法人税等  89,352  77,248

四半期利益  201,147  170,614
     

     

四半期利益の帰属     

当社株主  200,495  169,961

非支配持分  653  652
     

四半期利益  201,147  170,614

     

当社株主に帰属する１株当たり
四半期利益

    

基本的１株当たり四半期利益（円）  55.80  51.90
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【要約四半期連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

  
前第3四半期連結会計期間
(2018年10月1日から
2018年12月31日まで)

 
当第3四半期連結会計期間
(2019年10月1日から
2019年12月31日まで)

四半期利益  201,147  170,614

その他の包括利益（税引後）     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値測定
する金融資産の公正価値変動額

 △5,410  15,346

持分法適用会社のその他の包括利益に対
する持分

 294  △41

純損益に振り替えられることのない項目
合計

 △5,117  15,305

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

為替換算差額  472  △399

持分法適用会社のその他の包括利益に対
する持分

 11  47

純損益に振り替えられる可能性のある項目
合計

 483  △352

その他の包括利益（税引後）合計  △4,634  14,953

四半期包括利益合計  196,514  185,567
     

     

四半期包括利益合計の帰属     

当社株主  195,642  184,908

非支配持分  872  659

四半期包括利益合計  196,514  185,567
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(3) 【要約四半期連結持分変動計算書】

前第3四半期連結累計期間（2018年4月1日から2018年12月31日まで）

(単位：百万円)

  
注記

当社株主に帰属する持分

 
 

非支配
持分

 
 

資本合計資本金  
資本
剰余金

 
利益
剰余金

 自己株式  
その他の
資本の
構成要素

 合計

2018年3月31日  949,680 153,115 4,908,373 △448,403 102,342 5,665,107 27,121 5,692,228

IFRS第9号「金融商品」
適用による累積的影響
額

     2,665   9,371 12,035   12,035

2018年4月1日  949,680 153,115 4,911,038 △448,403 111,713 5,677,142 27,121 5,704,263

四半期利益      607,551     607,551 1,857 609,408

その他の包括利益          △5,319 △5,319 169 △5,150

四半期包括利益合計  － － 607,551 － △5,319 602,232 2,026 604,258

剰余金の配当 9     △377,284     △377,284 △582 △377,866

自己株式の取得及び
処分

8       △0   △0   △0

子会社の支配喪失を
伴わない変動

   1       1 103 104

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への
振替

8     7,104   △7,104 －   －

買付予定の自己株式
に係る資本の変動

8         △600,000 △600,000   △600,000

株主との取引額等合計  － 1 △370,181 △0 △607,103 △977,284 △479 △977,763

2018年12月31日  949,680 153,116 5,148,409 △448,403 △500,710 5,302,091 28,668 5,330,759
                 

 

 
当第3四半期連結累計期間（2019年4月1日から2019年12月31日まで）

(単位：百万円)

  
注記

当社株主に帰属する持分

 
 

非支配
持分

 
 

資本合計資本金  
資本
剰余金

 
利益
剰余金

 自己株式  
その他の
資本の
構成要素

 合計

2019年3月31日  949,680 169,083 4,160,495 △0 92,595 5,371,853 22,271 5,394,124

四半期利益      542,313     542,313 1,935 544,248

その他の包括利益          12,789 12,789 35 12,825

四半期包括利益合計  － － 542,313 － 12,789 555,103 1,970 557,073

剰余金の配当 9     △380,689     △380,689 △1,208 △381,897

自己株式の取得 8       △190,689   △190,689   △190,689

共通支配下の企業結
合による変動

   △13,441 17,154   △132 3,580   3,580

子会社の支配喪失を
伴わない変動

   △13       △13 △1,935 △1,947

子会社の支配喪失を
伴う変動

           － △26 △26

その他の資本の
構成要素から
利益剰余金への
振替

8     51,460   △51,460 －   －

株主との取引額等合計  － △13,454 △312,075 △190,689 △51,593 △567,810 △3,169 △570,979

2019年12月31日  949,680 155,630 4,390,734 △190,690 53,791 5,359,145 21,073 5,380,217
                 

 

(注) 共通支配下の企業結合については、帳簿価額に基づき会計処理しています。「共通支配下の企業結合による変動」

における「資本剰余金」及び「利益剰余金」の変動は、共通支配下の取引により当社が取得した子会社に対する投資の

取得金額と、日本電信電話株式会社における当該子会社の取得時点での帳簿価額の差額によるものです。

EDINET提出書類

株式会社ＮＴＴドコモ(E04463)

四半期報告書

32/57



(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

  
前第3四半期連結累計期間
(2018年4月1日から
 2018年12月31日まで)

 
当第3四半期連結累計期間
(2019年4月1日から
 2019年12月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー     

四半期利益  609,408  544,248

四半期利益から営業活動によるキャッ

シュ・フローへの調整：
    

減価償却費  348,596  430,947

減損損失  －  1,719

金融収益  △5,392  △10,626

金融費用  2,579  5,174

営業収益に含まれる利息収益  △16,898  △20,006

持分法による投資損益（△は益）  △6,800  △3,130

法人税等  302,228  252,185

棚卸資産の増減（△は増加）  △43,517  45,158

営業債権及びその他の債権の増減（△は

増加）
 △121,944  △116,088

営業債務及びその他の債務の増減（△は

減少）
 30,636  △59,781

契約負債の増減(△は減少)  20,404  1,428

確定給付負債の増減（△は減少）  7,470  9,738

その他  △24,127  2,999

小計  1,102,642  1,083,966

配当金の受取額  15,019  11,684

利息の受取額  16,752  20,613

利息の支払額  △1,569  △1,219

法人税等の支払額・還付額  △297,261  △313,729

営業活動によるキャッシュ・フロー  835,584  801,314

投資活動によるキャッシュ・フロー     
有形固定資産の取得による支出  △292,628  △293,539

無形資産及びその他の資産の取得による

支出
 △160,372  △187,103

長期投資による支出  △14,123  △70,761

長期投資の売却による収入  16,615  244,548

短期投資による支出  △270,866  △60,627

短期投資の償還による収入  570,921  130,326

子会社の支配獲得による支出  －  △17,099

その他  1,763  7,423

投資活動によるキャッシュ・フロー  △148,690  △246,832
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(単位：百万円)

  
前第3四半期連結累計期間
(2018年4月1日から
 2018年12月31日まで)

 
当第3四半期連結累計期間
(2019年4月1日から
 2019年12月31日まで)

財務活動によるキャッシュ・フロー     
長期借入債務の返済による支出  △110,026  △2,800

短期借入債務の収支（△は支出）  200  28,015

リース負債の支払額（2018年：ファイナ
ンス・リース負債の返済による支出）

 △914  △72,170

自己株式の取得による支出  －  △190,689

現金配当金の支払額  △377,067  △380,500

非支配持分への現金配当金の支払額  △582  △1,208

その他  △6,265  2,652

財務活動によるキャッシュ・フロー  △494,654  △616,700

現金及び現金同等物に係る換算差額  55  36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  192,296  △62,183

現金及び現金同等物の期首残高  390,468  219,963

現金及び現金同等物の期末残高  582,764  157,781
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【要約四半期連結財務諸表注記】

1．報告企業

株式会社ＮＴＴドコモ（当社）は、日本に所在する企業です。登記されている本店及び主要な事業所の住所は、

ホームページ（https://www.nttdocomo.co.jp）で開示しています。

当社は、日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ」）を親会社とするＮＴＴグループに属して、主に移動通信事業を

営んでいます。同時に、当社、子会社は、ＮＴＴドコモグループ（以下「当社グループ」）を形成し、事業を展開し

ています。

当社グループの2019年12月31日に終了する四半期の要約四半期連結財務諸表は、2020年1月30日に取締役会によって

承認されています。

2．作成の基礎

(1) IFRSに準拠している旨

当社グループの要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（2007年内閣府令第64号）第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同規則第93

条の規定により、IAS第34号「期中財務報告」に準拠して作成しています。なお、要約四半期連結財務諸表は、年度

の連結財務諸表で要求されている全ての情報を含んでいないため、2019年3月31日に終了した1年間の連結財務諸表

と併せて利用されるべきものです。

 
(2) 測定の基礎

要約四半期連結財務諸表は、公正価値で測定している金融商品ならびに従業員退職後給付制度に係る資産及び負

債などを除き、取得原価を基礎として作成しています。

 　

(3) 機能通貨及び表示通貨

要約四半期連結財務諸表の表示通貨は、当社が事業活動を行う主要な経済環境における通貨（以下「機能通

貨」）である日本円であり、百万円未満を四捨五入して表示しています。

 
(4) 表示方法の変更

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業収益に含まれるクレジットカードサービスの利息に係

る受取額については、営業活動によるキャッシュ・フローの小計に含めていましたが、金額的重要性が増したた

め、当第3四半期連結累計期間より「利息の受取額」に含めて表示しています。この表示方法の変更に伴い、前第3

四半期連結累計期間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの

小計に含めていた利息の金額を、営業活動によるキャッシュ・フローの「利息の受取額」16,373百万円及び小計の

内訳である「営業収益に含まれる利息収益」 △16,898百万円に組み替えています。
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3．重要な会計方針

本要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は以下を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表に

おいて適用した会計方針と同一です。なお、当第3四半期連結累計期間における法人税等は、年間の見積実効税率に基

づいて算定しています。

 
(1) リース  

当連結会計年度より、IFRS第16号「リース」（以下「IFRS第16号」）を適用しています。

 

① 借手としてのリースの会計処理

前連結会計年度に係る連結財務諸表においては、借手としてのリース取引はIAS第17号「リース」に基づき、資

産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを借手に移転するものをファイナンス・リースに分類し、そ

の他はオペレーティング・リースに分類していました。

IFRS第16号の適用後は、契約の締結時に当該契約がリースである又はリースを含んでいると判定した場合、

リースの開始日に要約四半期連結財政状態計算書上でリース負債と使用権資産を認識しています。ただし、リー

ス期間が12ヶ月以内のリース及び少額資産のリースについては、他の規則的な方法により利用者の便益のパター

ンがより適切に表される場合を除き、リース期間にわたり定額法によって費用として計上しています。

 
i) リース負債

リース負債は、リース開始日時点で支払われていないリース料を当社グループの追加借入利子率を用いて割

り引いた現在価値で当初測定しています。その後、リース負債にかかる利息を反映するように増額する一方

で、リース料の支払額相当を減額することで事後測定しています。要約四半期連結損益計算書において、リー

ス負債の利息を金融費用として表示し、また、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、リース負

債の利息に対する支払を営業活動によるキャッシュ・フローに、リース負債の元本に対する返済を財務活動に

よるキャッシュ・フローにそれぞれ分類しています。

 
ii) 使用権資産

使用権資産は、リース負債の当初測定額に当初直接コスト、前払リース料等を調整して算定された、取得原

価で当初測定しています。当初認識後、使用権資産は原価モデルで算定しており、原資産の所有権がリース期

間の終了時までに借手に移転される場合又は借手の購入オプションの行使が合理的に確実な場合には原資産の

見積耐用年数で、それ以外の場合には使用権資産の耐用年数又はリース期間のいずれか短い期間にわたって定

額法により減価償却します。なお、使用権資産は、減損の兆候がある場合には減損損失の認識によって減額さ

れます。

 
② 経過措置

IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている、比較情報の修正再表示は行わず、本基準の

適用による累積的影響を適用開始日の利益剰余金期首残高として認識する方法（修正遡及アプローチ）を採用し

ています。また、前連結会計年度以前に締結された契約については、取引がリースであるか否かに関する従前の

判定を引き継ぐ実務上の便法を適用しています。

EDINET提出書類

株式会社ＮＴＴドコモ(E04463)

四半期報告書

36/57



 

③ 会計方針の変更による影響

IFRS第16号の適用によって、従来オペレーティング・リースに分類していたリースが、使用権資産及びリース負

債として計上されています。また、従来有形固定資産及びその他の金融負債として認識していたファイナンス・

リースも、これらに含めて計上されています。その結果、当連結会計年度において、主に、使用権資産、リース負

債がそれぞれ295,379百万円、286,503百万円増加し、有形固定資産、その他の流動資産（前払リース料）、その他

の金融負債がそれぞれ3,936百万円、8,775百万円、4,057百万円減少しています。資産計上される主な対象は、オ

フィス、電気通信設備の設置に必要な土地・建物の借損料及び伝送路の利用料等です。なお、利益剰余金期首残高

への影響は僅少です。これに伴い、当第3四半期連結累計期間において、主に、経費が52,790百万円、通信設備使用

料が18,109百万円減少する一方で、減価償却費が70,797百万円増加しています。同様に、リース負債の返済を財務

活動によるキャッシュ・フローとして分類した影響として、当第3四半期連結累計期間において、営業活動による

キャッシュ・フローが70,533百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは70,533百万円減少しています。

 

(2) 顧客との契約から生じる収益

収益は、顧客への商品またはサービスの移転と交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額に基づき測定し、第

三者のために回収する金額を除いています。当社グループは商品またはサービスに対する支配が顧客に移転したこ

とによって履行義務を充足した時点で収益を認識しています。

 
当社グループにおいては、通信事業、スマートライフ事業及びその他の事業の3つの報告セグメントにおいて、通

信サービス、端末機器販売、その他の3つのサービスを提供しています。報告セグメントに関するより詳細な情報に

ついては「注記5.セグメント情報」に、商品及びサービスの内容に関する情報については「注記10.顧客との契約か

ら生じる収益」に記載しています。

 また、当社グループは、ポイントプログラムを展開しています。

 
①　通信サービス

ⅰ) モバイル通信サービス

通信サービスのうち、主なものはモバイル通信サービスです。当社グループは、契約者と直接または販売代

理店経由でモバイル通信サービスに関する契約を締結しています。

当社グループは、日本の電気通信事業法及び政府の指針に従って料金を設定していますが、同法及び同指針

では移動通信事業者の料金決定には政府の認可は不要とされています。モバイル通信サービスは、契約に基づ

き、契約者に対して回線を提供し、当該回線を利用した音声通話及びパケット通信の提供を行うことを履行義

務として識別しています。モバイル通信サービスの収入は、主に月額基本使用料、通信料収入及び契約事務手

数料等により構成されています。

 
月額基本使用料及び通信料収入は、音声通話及びパケット通信の利用に応じて履行義務が充足されると判断

しており、これらの利用に応じて各月の収益として計上しています。収益として計上された金額は、月次で請

求し、短期のうちに回収しています。なお、当社グループにおける一部の料金プランでは、料金プラン毎に定

額料金の範囲内で利用可能な通信分(通話及びデータ通信)を定めており、利用可能な通信分のうち当月未使用

分を自動的に繰越すサービスを提供しています。これらのサービスでは、当月に使用されず、翌月以降に使用

が見込まれる分を、「契約負債」として認識するとともに、履行義務を充足した時点、すなわち繰越金額が使

用される時点において、収益として認識しています。

契約事務手数料のうち、顧客に対して更新に関する重要な権利を提供するものについては、要約四半期連結

財政状態計算書の「契約負債」として繰延べられ、顧客に重要な権利を提供する期間にわたって、収益として

認識しています。

 
ⅱ) 光通信サービス及びその他の通信サービス

当社グループは、ＮＴＴの子会社である東日本電信電話株式会社(ＮＴＴ東日本)及び西日本電信電話株式会

社(ＮＴＴ西日本)より、光アクセスのサービス卸を受け、光ブロードバンドサービスを提供しています。光ブ

ロードバンドサービスについては、契約に基づき、契約者に対して光ブロードバンドサービスを提供すること

を履行義務として識別しています。当該履行義務については、光ブロードバンドサービスの利用に応じて履行

義務が充足されると判断しています。

また、光ブロードバンドサービス契約者のうち、特定のパケット料金プラン契約者に対して、一定の割引を
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行うセット契約を提供していますが、これらの契約は個別にも提供しており、それぞれ独立した販売価格があ

ります。セット契約の対価は独立販売価格の比率に基づいて、それぞれの履行義務に配分され、「光通信サー

ビス及びその他の通信サービス収入」及び「モバイル通信サービス収入」に、収益として認識しています。

光ブロードバンドサービスの工事料及び契約事務手数料のうち、顧客に対して更新に関する重要な権利を提

供するものについては、要約四半期連結財政状態計算書の「契約負債」として繰延べられ、サービス毎に顧客

に重要な権利を提供する期間にわたって収益として認識しています。

 
②　端末機器販売

当社グループは、提供する携帯電話サービスに対応した通信端末を端末メーカーから購入し、お客さまへの販

売を行う販売代理店に対して主に販売しています。端末機器の販売については、販売代理店等へ端末機器を引渡

した時点で履行義務が充足されると判断し、収益を認識しています。また、販売代理店等への引渡し時に、端末

機器販売に係る収益から代理店手数料及びお客さまに対するインセンティブの一部を控除した額を収益として認

識しています。

販売代理店等が契約者へ端末機器を販売する際には、分割払いを選択可能としています。分割払いが選択され

た場合、当社グループは、契約者及び販売代理店等と締結した契約に基づき、契約者に代わって端末機器代金を

販売代理店等に支払い、立替えた端末機器代金については、分割払いの期間にわたり、月額基本使用料及び通信

料収入に合わせて契約者に請求しています。未回収の立替金については、要約四半期連結財政状態計算書におい

て、回収期限が1年以内の場合は「営業債権及びその他の債権」に、回収期限が1年を超える場合は「有価証券及

びその他の金融資産」に計上しています。

当社グループは、端末機器の販売において、36回分割支払い契約及び利用した端末機器の返品を条件に、最大

12カ月分の分割支払額につき支払を不要とするプログラムを提供しています。この結果として権利が得られない

と見込む額を端末機器の販売時に返金負債として認識し、同額を収益から控除しています。当該負債は、要約四

半期連結財政状態計算書において「その他の非流動負債」に含まれています。上記見積については、商品の種類

ごとに、過去の経験等に基づいて行っており、認識した収益の累計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に

高い範囲でのみ取引価格に含めています。また、当社グループは、返金負債の決済時にプログラム加入者から端

末機器を回収する権利を要約四半期連結財政状態計算書において「その他の流動資産」、「その他の非流動資

産」にそれぞれ含めて資産計上しています。当該資産は、帳簿価額から回収のための予想コスト（返品された商

品の企業にとっての価値の潜在的な下落を含む）を控除した額で端末機器の販売時に測定しています。

 
③　その他

その他については、動画・音楽・電子書籍等の配信サービス、金融・決済サービス、ショッピングサービス、

及び生活関連サービス、ならびにケータイ補償サービス等のサービスを提供しています。

当社グループは、履行義務が充足される時点を、引渡しが完了またはサービスが提供された時点と判断し収益

を認識しています。

 

(総額または純額での表示)

当社グループは、物品販売及びサービス提供に係る収益及び費用の総額表示について、取引または契約におい

て当社グループが主たる義務を負っているか、在庫リスクや価格設定権を持っているか、などの要素(ただし、こ

れらの要素に限定されるものではありません)を考慮し、評価しています。当社グループが、在庫リスクを持つ、

価格設定権を持つ、または主たる義務者である場合、関連する収益を総額で表示しています。

これに対し、一部の取引において、当社グループが、主たる義務者ではない、在庫リスクを負わないあるいは

僅少である、価格設定権がない取引があります。そのような取引において、当社グループは仲介者とみなされ、

関連する収益を純額で表示しています。
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(契約コスト)

当社グループは、顧客との契約獲得のための増分コスト及び履行のためのコストのうち、回収可能であると見

込まれる部分について、資産として計上し、要約四半期連結財政状態計算書上に「契約コスト」として表示して

います。契約獲得のための増分コストとは、顧客との契約を獲得するために発生したコストで、当該契約を獲得

しなければ発生しなかったであろうものです。また、履行のためのコストとは、顧客に財またはサービスが移転

する前に発生する契約を履行するためのものです。

当社グループにおいて資産計上されている契約獲得のための増分コストは、主に顧客を獲得するために発生し

た販売代理店に対する手数料等です。

履行のためのコストは、主にモバイル通信サービスに関する契約開始時に発生するSIMカードの費用や「ドコモ

光」に関する契約開始時に発生する工事費等です。

契約コストとして認識された資産については、関連する財またはサービスが提供される期間にわたって償却し

ています。

なお、当社グループはIFRS第15号第94項の実務上の便法を適用し、認識するはずの資産の償却期間が1年以内で

ある場合には、契約獲得の増分コストを発生時に費用として認識しています。

 
　(ポイントプログラム)

当社グループは、個人のお客さまに対し、携帯電話及びクレジットサービス(dカード、DCMX)の利用ならびに加

盟店での支払い等に応じてポイントを進呈する「dポイントサービス」を提供しています。進呈されたポイント

は、当社グループ商品の購入時の支払い及び通信料金への充当ならびに加盟店での支払いへの充当等が可能で

す。なお、個人のお客さまは、モバイル通信サービス契約の解約後も「dポイント」を利用することが可能です。

 

また、法人のお客さまに対し、携帯電話の利用等に応じてポイントを進呈する「ドコモポイントサービス」を

提供しています。進呈されたポイントは、当社グループ商品の購入時の支払いへの充当等が可能です。

顧客との契約において進呈した「ドコモポイント」及び「dポイント」のうち、将来顧客が行使することが見込

まれるポイントを履行義務として、要約四半期連結財政状態計算書上の「契約負債」に計上しています。取引価

格はこれらのポイントに係る履行義務とポイントの進呈対象となる商品またはサービスに係る履行義務に対して

独立販売価格の比率に基づいて配分しています。ポイントの履行義務に配分され、「契約負債」に計上された取

引価格は、ポイントの利用に従い収益を認識しています。一方、契約における履行義務を生じさせないポイント

は「引当金」として認識及び表示しています。
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4．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

当社グループの要約四半期連結財務諸表をIFRSに準拠して作成するためには、経営者が見積りを実施し、仮定を設

定する必要がありますが、見積り及び仮定の設定は、当第3四半期連結会計期間末の資産及び負債の計上額、偶発資産

及び偶発債務の開示、ならびに当第3四半期連結累計期間の収益及び費用の計上額に影響を及ぼすものです。実際には

見積りとは異なる結果が生じる場合があります。当社グループが見積りや仮定の設定が要約四半期連結財務諸表に

とって特に重要であると考えている項目は、有形固定資産、使用権資産、自社利用ソフトウェア及びその他の無形資

産の減価償却または償却、有形固定資産、使用権資産、のれん、無形資産及び契約コストの減損、ポイントプログラ

ム、確定給付負債ならびに収益の認識です。
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5．セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

当社グループの最高経営意思決定者は取締役会です。最高経営意思決定者は内部のマネジメントレポートからの

情報に基づいて事業セグメントの営業成績を評価し、経営資源を配分しています。

 当社グループは、事業セグメントの区分を通信事業、スマートライフ事業、その他の事業の3つに分類していま

す。

2019年7月1日付の組織変更に伴い、従来の事業セグメント区分上では、スマートライフ事業に含まれていたサー

ビスの一部を、その他の事業へと変更しています。これに伴い、前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会

計期間のセグメント情報を当第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結会計期間のセグメント区分に基づき作成

し、開示しています。

　通信事業には、携帯電話サービス(LTE(Xi)サービス、FOMAサービス)、光ブロードバンドサービス、衛星電話サー

ビス、国際サービス及び各サービスの端末機器販売などが含まれます。

 スマートライフ事業には、動画・音楽・電子書籍等の配信サービス、金融・決済サービス、ショッピングサービ

ス及び生活関連サービスなどが含まれます。

 その他の事業には、ケータイ補償サービス、法人IoT、システム開発・販売・保守受託などが含まれます。

 
(2) 報告セグメントごとの営業収益、利益または損失に関する情報

当社グループのセグメント情報は次のとおりです。

 
セグメント営業収益：

 第3四半期連結累計期間

     (単位：百万円)

項目
前第3四半期連結累計期間

(2018年4月1日から
 　 2018年12月31日まで)

当第3四半期連結累計期間
(2019年4月1日から

   2019年12月31日まで)

通信事業     

 外部顧客との取引  3,004,148  2,804,239

 セグメント間取引  1,100  1,619

 小計  3,005,248  2,805,858

スマートライフ事業     

 外部顧客との取引  325,891  381,905

 セグメント間取引  11,725  15,609

 小計  337,616  397,514

その他の事業     

 外部顧客との取引  324,077  329,893

 セグメント間取引  4,833  5,356

 小計  328,910  335,249

セグメント合計  3,671,773  3,538,621

セグメント間取引消去  △17,658  △22,584

連結  3,654,116  3,516,037
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 　第3四半期連結会計期間

     (単位：百万円)

項目
前第3四半期連結会計期間

(2018年10月1日から
　 2018年12月31日まで)

当第3四半期連結会計期間
(2019年10月1日から

  2019年12月31日まで)

通信事業     

 外部顧客との取引  1,044,068  934,099

 セグメント間取引  340  635

 小計  1,044,408  934,734

スマートライフ事業     

 外部顧客との取引  111,191  138,617

 セグメント間取引  4,062  5,741

 小計  115,252  144,358

その他の事業     

 外部顧客との取引  109,336  113,318

 セグメント間取引  1,135  1,817

 小計  110,471  115,135

セグメント合計  1,270,131  1,194,227

セグメント間取引消去  △5,537  △8,192

連結  1,264,595  1,186,034
 

 
セグメント営業利益(△損失)：

 第3四半期連結累計期間

  (単位：百万円)

項目
前第3四半期連結累計期間

(2018年4月1日から
   2018年12月31日まで)

当第3四半期連結累計期間
(2019年4月1日から

   2019年12月31日まで)

通信事業 767,244 651,402

スマートライフ事業 59,815 47,722

その他の事業 74,964 88,727

営業利益 902,023 787,851

金融収益 5,392 10,626

金融費用 2,579 5,174

持分法による投資損益 6,800 3,130

税引前四半期利益 911,635 796,434
 

 
 　第3四半期連結会計期間

  (単位：百万円)

項目
前第3四半期連結会計期間

(2018年10月1日から
  2018年12月31日まで)

当第3四半期連結会計期間
(2019年10月1日から

  2019年12月31日まで)

通信事業 242,701 205,666

スマートライフ事業 22,064 13,000

その他の事業 26,734 28,926

営業利益 291,499 247,592

金融収益 701 1,059

金融費用 1,136 1,264

持分法による投資損益(△損失) △564 474

税引前四半期利益 290,500 247,862
 

 

(3) 製品及びサービスごとの情報

各サービス項目及び端末機器販売による営業収益に係る情報は、「注記10.顧客との契約から生じる収益」をご参

照ください。
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6．売却目的で保有する資産

 
当社グループは、2019年3月31日において、三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」)の発行済普通株式

(自己株式を除く)の34%を保有していました。三井住友カードは、非上場のクレジットカード事業者です。

　2005年7月、当社グループは、三井住友カード、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下「SMFG」）及び株

式会社三井住友銀行との間で、「おサイフケータイ」を利用したクレジット決済サービス事業の共同推進を中心とし

た業務提携に関する契約を締結し、三井住友カードに出資するとともに、持分法を適用しました。

　2018年9月、当社は三井住友カード及びSMFGとの間で、新たな事業協働に関する合意をいたしました。当社グループ

とSMFGは、キャッシュレス化の実現に向け、各々の顧客基盤とノウハウを活かし、電子マネー「iD」の更なる拡大に

向け共同で事業を展開するとともに、FinTech領域等での新たな連携について検討します。また、これに伴い、当社が

保有する三井住友カードの株式の全てを2019年4月にSMFGに売却することで合意いたしました。

 このため、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に基づき、当社グループは三井住友カード

への投資を「持分法で会計処理されている投資」から「売却目的で保有する資産」に組替えました。これに伴い、こ

れ以後の持分法の適用を中止し、その後は帳簿価額と売却コスト控除後の公正価値のいずれか低い方で測定していま

す。この結果、前連結会計年度末においては、持分法の適用を中止した時点の帳簿価額で計上しています。

 

　売却目的で保有する資産の内訳は以下のとおりです。

　（単位：百万円)

 前連結会計年度末
（2019年3月31日）

売却目的で保有する資産  

　持分法で会計処理されていた関連会社への投資 234,160

合計 234,160
 

 
「売却目的で保有する資産」に関連するその他の包括利益の累計額（税引後）は47,765百万円（貸方）であり、前

連結会計年度末における連結財政状態計算書上、「その他の資本の構成要素」に含まれています。このすべては、

「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値変動額」です。

 
また、当該投資を売却により回収することになったことに伴い、当該投資に関する一時差異に適用する税率を見直

し、その結果、繰延税金資産が42,530百万円減少しました。これに伴い、前連結会計年度における連結損益計算書の

「法人税等」が20,667百万円増加し、連結包括利益計算書の「持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分（純

損益に振り替えられることのない項目）」（貸方）が21,863百万円減少しています。

 
2019年4月1日、当社は、当社が保有する三井住友カードの株式の全てをSMFGに売却しました。これに伴い、「売却

目的で保有する資産」に関連するその他の包括利益の累計額（税引後）47,765百万円（貸方）は、当該資産の売却の

時点で、損益に計上されることはなく、直接、利益剰余金に振り替えられています。売却に伴う要約四半期連結損益

計算書への重要な影響はありません。なお、売却に伴う入金額は、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上にお

いて、「長期投資の売却による収入」に含まれています。
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7．有形固定資産

前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末における有形固定資産の内訳は以下のとおりです。

   （単位：百万円）

　
前連結会計年度末
(2019年3月31日)

 
 

当第3四半期連結会計期間末
(2019年12月31日)

    

無線通信設備 5,203,932  5,237,093

建物及び構築物 919,674  926,500

機械、工具及び備品 466,045  483,605

土地 153,989  154,103

建設仮勘定 194,935  189,400

小計 6,938,574  6,990,702

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,314,785  △4,386,867

有形固定資産合計 2,623,789  2,603,835
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8．資本

(1) 発行済株式

発行済株式総数の推移は以下のとおりです。

  （単位：株）

 
授権株式数

（無額面普通株式）
発行済株式数(注1)
（無額面普通株式）

2018年3月31日残高 17,460,000,000 3,782,299,000

　期中増減(注2) － －

2018年12月31日残高 17,460,000,000 3,782,299,000

　期中増減(注2) － △447,067,906

2019年3月31日残高 17,460,000,000 3,335,231,094

　期中増減(注2) － －

2019年12月31日残高 17,460,000,000 3,335,231,094
 

(注1) 前連結会計年度末及び当第3四半期連結累計期間における発行済株式は、すべて払込済です。

(注2) 発行済株式数の期中増減は、自己株式の消却による減少です。

 
(2) 自己株式

自己株式数の推移は以下のとおりです。

 （単位：株）

 自己株式数

2018年3月31日残高 189,114,487

取得 50

消却 －

2018年12月31日残高 189,114,537

取得(注1) 257,953,502

消却 △447,067,906

2019年3月31日残高 133

取得(注1) 70,798,605

消却 －

2019年12月31日残高 70,798,738
 

 
(注1)  2018年10月31日開催の取締役会において、2018年11月1日から2019年3月31日にかけて、普通株式2億6,000万

株、取得総額600,000百万円の自己株式の取得枠に係る事項を決議しています。

   

　　　　また、2018年11月6日開催の取締役会において、2018年11月7日から2018年12月7日にかけて、普通株式

257,953,468株、取得総額600,000百万円をそれぞれ上限に、自己株式を公開買付けにより取得することを決議

し、2019年1月7日に普通株式257,953,469株を600,000百万円で取得しています。

 
このうち、当社の親会社であるＮＴＴから取得した株式の総数及び取得価額の総額は、256,752,200株及び

597,206百万円です。

 
2019年4月26日開催の取締役会において、2019年5月7日から2020年4月30日にかけて、普通株式1億2,830万

株、取得総額300,000百万円を上限とした自己株式の取得枠に係る事項及び当該株式を市場買付けにより取得す

ることを決議しています。当該決議に基づき、2019年12月31日までに、普通株式70,798,600株を190,689百万円

で取得しています。なお、2020年1月に、普通株式9,522,900株を29,310百万円で取得しています。

 
また、単元未満株式買取請求による自己株式の取得も実施しています。
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(3) その他の資本の構成要素

その他の資本の構成要素(税引後)の変動は、次のとおりです。

　

前第3四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年12月31日まで)

    (単位：百万円)

項目

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
金融資産の公正
価値変動額
(注1,2)

キャッシュ・
フロー・
ヘッジ

為替換算差額
確定給付制度
の再測定

 買付予定の
自己株式
 に係る

 資本の変動
 (注3)

合計

2018年3月31日残高 106,732 △348 △4,042 － － 102,342

IFRS 第 9 号「金融商
品」適用による累積的
影響額

9,309 62 － － － 9,371

2018年4月1日残高 116,041 △286 △4,042 － － 111,713

当期発生額 3,910 △34 △9,184 △11 △600,000 △605,318

利益剰余金への振替 △7,115 － － 11 － △7,104

2018年12月31日残高 112,837 △320 △13,226 － △600,000 △500,710
 

 

当第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)

    (単位：百万円)

項目

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
金融資産の公正
価値変動額
（注2）

キャッシュ・
フロー・
ヘッジ

為替換算差額
確定給付制度の

再測定
合計

2019年3月31日残高 105,445 △359 △12,491 － 92,595

当期発生額 13,807 △66 △1,568 △299 11,873

純損益への振替 － － 916 － 916

共通支配下の企業結合による
変動

△132 － － － △132

利益剰余金への振替 △51,760 － － 299 △51,460

2019年12月31日残高 67,360 △425 △13,144 － 53,791
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前第3四半期連結会計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)

    (単位：百万円)

項目

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
金融資産の公正
価値変動額

(注2)

キャッシュ・
フロー・
ヘッジ

為替換算差額
確定給付制度
の再測定

 買付予定の
自己株式
に係る

 資本の変動
 (注3）

合計

2018年9月30日残高 118,349 △314 △13,689 － － 104,346

当期発生額 △5,122 △6 463 △188 △600,000 △604,852

利益剰余金への振替 △391 － － 188 － △203

2018年12月31日残高 112,837 △320 △13,226 － △600,000 △500,710
 

 
当第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)

    (単位：百万円)

項目

その他の包括利
益を通じて公正
価値で測定する
金融資産の公正
価値変動額

キャッシュ・
フロー・
ヘッジ

為替換算差額
確定給付制度の

再測定
合計

2019年9月30日残高 57,986 △418 △12,796 － 44,772

当期発生額 15,349 △7 △347 △49 14,946

利益剰余金への振替 △5,976 － － 49 △5,927

2019年12月31日残高 67,360 △425 △13,144 － 53,791
 

 
(注1)　「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値変動額」の2018年3月31日残高には、

IFRS第1号に基づくIFRS第7号及びIFRS第9号の免除規定により、「売却可能有価証券未実現保有利益」の残高を

計上しています。

(注2)　「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の公正価値変動額」の2018年12月31日残高および

2019年3月31日残高には、IFRS第5号に基づく「売却目的で保有する資産」に関連する金額が含まれています。

詳細については、「注記6　売却目的で保有する資産」に記載しています。

(注3) 2018年12月31日時点では、自己株式に係る決済が完了していないことから、自己株式購入の義務を「その他の

金融負債」として認識し、それに伴う資本の変動を「その他の資本の構成要素（借方）」に計上しています。
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9．配当金

配当金支払額

前第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結累計期間における配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

2018年6月19日
定時株主総会

普通株式 179,659 50 2018年3月31日 2018年6月20日

2018年10月31日
取締役会

普通株式 197,625 55 2018年9月30日 2018年11月22日

2019年6月18日
定時株主総会

普通株式 183,438 55 2019年3月31日 2019年6月19日

2019年10月29日
取締役会

普通株式 197,251 60 2019年9月30日 2019年11月26日
 

 

EDINET提出書類

株式会社ＮＴＴドコモ(E04463)

四半期報告書

48/57



 

10．顧客との契約から生じる収益

　収益の分解

以下の表では、収益を財またはサービスにより分解しています。この表には、当社グループの3つの報告セグメン

トの調整表も含まれています。

収益の内訳項目の詳細については、「注記3.重要な会計方針 (2)顧客との契約から生じる収益」に記載していま

す。

なお、前第3四半期連結累計期間及び前第3四半期連結会計期間については、当第3四半期連結累計期間及び当第3

四半期連結会計期間のセグメント区分に基づき作成し、開示しています。詳細については、「注記5. セグメント情

報」に記載しています。

 
前第3四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年12月31日まで)

(単位：百万円)

 通信事業
スマートライフ

事業
その他の事業

セグメント間
消去

合計

通信サービス 2,317,806 3,391 36,581 － 2,357,777

 モバイル通信サービス収入 2,110,243 3,391 34,137 － 2,147,771

 
光通信サービス及び
その他の通信サービス収入

207,562 － 2,444 － 210,006

端末機器販売 649,033 45 1,018 － 650,096

その他の営業収入 38,409 334,180 291,311 △17,658 646,243

合計 3,005,248 337,616 328,910 △17,658 3,654,116
 

 
当第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)

(単位：百万円)

 通信事業
スマートライフ

事業
その他の事業

セグメント間
消去

合計

通信サービス 2,277,964 7,195 42,030 － 2,327,189

 モバイル通信サービス収入 2,037,047 2,770 39,107 － 2,078,924

 
光通信サービス及び
その他の通信サービス収入

240,916 4,425 2,923 － 248,265

端末機器販売 486,842 82 1,850 － 488,774

その他の営業収入 41,052 390,236 291,369 △22,584 700,074

合計 2,805,858 397,514 335,249 △22,584 3,516,037
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前第3四半期連結会計期間(2018年10月1日から2018年12月31日まで)

(単位：百万円)

 通信事業
スマートライフ

事業
その他の事業

セグメント間
消去

合計

通信サービス 772,140 1,087 12,649 － 785,876

 モバイル通信サービス収入 699,742 1,087 11,815 － 712,644

 
光通信サービス及び
その他の通信サービス収入

72,398 － 835 － 73,233

端末機器販売 259,499 15 190 － 259,704

その他の営業収入 12,769 114,150 97,631 △5,537 219,014

合計 1,044,408 115,252 110,471 △5,537 1,264,595
 

 
当第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)

(単位：百万円)

 通信事業
スマートライフ

事業
その他の事業

セグメント間
消去

合計

通信サービス 749,940 3,217 15,360 － 768,517

 モバイル通信サービス収入 666,426 865 14,361 － 681,652

 
光通信サービス及び
その他の通信サービス収入

83,514 2,352 999 － 86,865

端末機器販売 170,229 24 756 － 171,009

その他の営業収入 14,565 141,116 99,019 △8,192 246,508

合計 934,734 144,358 115,135 △8,192 1,186,034
 

　

 
端末機器原価はそれぞれ、前第3四半期連結累計期間においては、634,142百万円、当第3四半期連結累計期間におい

ては、505,584百万円、前第3四半期連結会計期間においては、250,310百万円、当第3四半期連結会計期間においては

      180,774百万円であり、要約四半期連結損益計算書においては、営業費用の「経費」に含めて計上していま

す。

 

EDINET提出書類

株式会社ＮＴＴドコモ(E04463)

四半期報告書

50/57



 

11．公正価値の測定

金融商品の公正価値は、市場価格等の市場の情報や、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチ、コスト・

アプローチ等の算出手順に基づき、決定されています。公正価値の測定に使用されるインプットは、以下の3つのレベ

ルがあります。

・レベル1：活発な市場における公表価格

・レベル2：レベル1以外の、直接または間接的に観察可能なインプット

・レベル3：観察可能でないインプット

 

公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の期末時点で発生したものとして認識しています。

 

2019年3月31日及び2019年12月31日における、金融商品の帳簿価額及び公正価値、ならびにそれらの公正価値ヒエラ

ルキーのレベルは、次のとおりです。公正価値で測定されていない金融資産または金融負債の帳簿価額が公正価値の

合理的な近似値である場合、それらの項目の公正価値に関する情報は、この表には含まれていません。

　　

前連結会計年度末(2019年3月31日)

 
(単位：百万円)

 帳簿価額
公正価値

合計 レベル1 レベル2 レベル3

公正価値で測定される
金融資産：

     

純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産

     

売却目的債権 1,178,186 1,178,186 － 1,178,186 －

デリバティブ      

先物為替予約契約 1 1 － 1 －

デリバティブ合計 1 1 － 1 －

投資信託 942 942 － 942 －

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産

     

株式及び出資金 200,984 200,984 160,064 1,675 39,244

合計 1,380,113 1,380,113 160,064 1,180,804 39,244

公正価値で測定される
金融負債：

     

純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債

     

デリバティブ      

通貨オプション取引 26 26 － 26 －

先物為替予約契約 0 0 － 0 －

デリバティブ合計 26 26 － 26 －

合計 26 26 － 26 －
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当第3四半期連結会計期間末(2019年12月31日)

 (単位：百万円)

 
帳簿価額

公正価値

 合計 レベル1 レベル2 レベル3

公正価値で測定される
金融資産：

     

　純損益を通じて公正価値で
　測定する金融資産

     

　　売却目的債権 1,092,292 1,092,292 － 1,092,292 －

　　デリバティブ      

　　　先物為替予約契約 6 6 － 6 －

　　　デリバティブ合計 6 6 － 6 －

   投資信託 1,224 1,224 － 1,224 －

　その他の包括利益を通じて
　公正価値で測定する金融資産

     

　　株式及び出資金 277,491 277,491 219,153 － 58,338

　合計 1,371,014 1,371,014 219,153 1,093,523 58,338

公正価値で測定される
金融負債：

     

　純損益を通じて公正価値で
　測定する金融負債

     

　　デリバティブ      

　　　先物為替予約契約 0 0 － 0 －

　 デリバティブ合計 0 0 － 0 －

　合計 0 0 － 0 －
 

 
１．前連結会計年度及び当第3四半期連結累計期間において、重要なレベル間の振替はありません。

２．レベル3に区分した金融商品について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場

合、重要な公正価値の増減は生じないと見込んでいます。

３．レベル3に分類された金融商品について、重要な変動は生じていないため調整表は記載していません。

 
金融資産及び金融負債の公正価値は、次のとおり決定しています。金融商品の公正価値の見積りにおいて、市場

価格が入手できる場合は、市場価格を用いています。市場価格が入手できない金融商品の公正価値に関しては、将

来キャッシュ・フローを割り引く方法、またはその他の適切な方法により見積っています。

 
「現金及び現金同等物」、「営業債権及びその他の債権」及び「営業債務及びその他の債務」

短期の売却目的債権についてはレベル2に分類され、その公正価値は、類似債権に係るデフォルト確率や損失率等を

加味して将来キャッシュ・フローを見積り、LIBORを基にした割引率で割り引いて算定しています。

 

「その他の金融資産」及び「有価証券及びその他の金融資産」

その他の金融資産は、市場性のある有価証券、非上場である非持分法適用会社の発行する普通株式及び債券への投

資等を含んでいます。

市場性のある有価証券の公正価値は、活発な市場における同一資産の市場価格で公正価値を測定しています。

非上場普通株式は割引将来キャッシュ・フロー、収益、利益性及び純資産に基づく評価モデル、類似業種比較法及

びその他の評価方法により、公正価値を算定しています。
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デリバティブは、先物為替予約契約であり、公正価値は観察可能な市場データに基づいて評価されています。ま

た、評価額は為替レート等の観察可能な市場データを用いて、定期的に検証されています。

長期の売却目的債権についてはレベル2に分類され、その公正価値は、類似債権に係るデフォルト確率や損失率等を

加味して将来キャッシュ・フローを見積り、LIBORを基にした割引率で割り引いて算定しています。

 

「短期借入債務」及び「長期借入債務」(1年以内返済予定分を含む)

短期借入債務及び長期借入債務(1年以内返済予定分を含む)の公正価値は、当社グループが同等な負債を新たに借入

れる場合の利子率を使用した将来の割引キャッシュ・フローに基づき見積っています。

公正価値は観察可能な市場データに基づいて評価・検証されており、レベル2に分類しています。

 

「その他の金融負債」

デリバティブは、通貨オプション取引及び先物為替予約契約であり、公正価値は観察可能な市場データに基づいて

評価され、レベル2に分類されています。また、評価額は為替レート等の観察可能な市場データを用いて、定期的に検

証されています。

なお、その他の金融負債の公正価値は、連結会社が新たに同一残存期間の借入を同様の条件の下で行う場合に適用

される利率等を使用して、将来の見積りキャッシュ・フローを割り引くことにより算定しています。

 

レベル3に分類される資産に関する定量的情報

前連結会計年度末及び当第3四半期連結会計期間末において、レベル3に分類される経常的に公正価値で測定された

資産の内、重要な観察可能でないインプットを使用して公正価値を測定した資産に関する定量的情報は以下のとおり

です。

 
前連結会計年度末(2019年3月31日)

区分
公正価値
(百万円)

主な評価技法
重要な観察可能でない

インプット
インプット値

有価証券及び
その他の金融資産
(非上場株式)

39,244 類似業種比較法
EBITDA倍率 7倍～9倍

PBR倍率 0倍～2倍
 

 
 また、当第3四半期連結会計期間末において、非上場株式の公正価値測定で用いている主な評価技法は、割引キャッ

シュ・フロー法であり、重要な観察可能でないインプットは、割引率です。

 
なお、当社の財務部門の担当者は、社内規程に基づいて、公正価値測定の対象となる金融商品の性質、特徴及びリ

スクを最も適切に反映できる評価技法及びインプットを用いて公正価値を測定しています。なお、測定に高度な知識

及び経験を必要とする金融商品で、その金融商品が金額的に重要である場合には、公正価値測定に外部の評価専門家

を利用しています。金融商品の公正価値の測定結果は外部専門家の評価結果を含めて、部門管理者による公正価値の

増減分析結果などのレビュー及び承認を経て、当社取締役会に報告しています。

　

12．後発事象

当社は、2020年1月に自己株式を取得しています。関連する情報は、「注記8. 資本」に記載しています。
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2 【その他】

 

　2019年10月29日開催の取締役会において、2019年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主等に対し、第

29期の中間配当を次のとおり行うことを決議いたしました。

　

　

　 中間配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　     197,251百万円

　　1株当たりの中間配当金　　　　　　　　　　　　　　           60円

　　支払請求権の効力発生日ならびに支払開始日　　      2019年11月26日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

 

 

2020年２月５日

株式会社ＮＴＴドコモ

取締役会　御中

 

有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人
 

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 袖　川　兼　輔 印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中　田　宏　高 印

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中　根　正　文 印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＮＴＴ

ドコモの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る要約四半期連結財務

諸表、すなわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約

四半期連結持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び要約四半期連結財務諸表注記について四半

期レビューを行った。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条の規定により国際会計基準

第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は

誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部

統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から要約四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準

に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
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監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、国際会計基準第34号「期中財務

報告」に準拠して、株式会社ＮＴＴドコモ及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第

３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの

状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

要約四半期連結財務諸表注記３.「重要な会計方針」（１）リースに記載されているとおり、会社は当連結会計年度よ

りIFRS第16号「リース」を適用している。当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

 
 

（注）1．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

2．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社ＮＴＴドコモ(E04463)

四半期報告書

57/57


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第1企業の概況
	1主要な経営指標等の推移
	2事業の内容

	第2事業の状況
	1事業等のリスク
	2経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	3経営上の重要な契約等

	第3提出会社の状況
	1株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	2役員の状況

	第4経理の状況
	1要約四半期連結財務諸表
	(1)要約四半期連結財政状態計算書
	(2)要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書
	第3四半期連結累計期間
	要約四半期連結損益計算書
	要約四半期連結包括利益計算書
	第3四半期連結会計期間
	要約四半期連結損益計算書
	要約四半期連結包括利益計算書

	(3)要約四半期連結持分変動計算書
	(4)要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	要約四半期連結財務諸表注記


	2その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

